
青 森 県 タ バ コ 問 題 懇 談 会
入 会 案 内

　青森県タバコ問題懇談会は、タバコの害から県民の健康を守るために、医療、教育関係者、保健・行政

関係者など様々な分野の有志が参加して1998年に発足しました。（旧・青森県喫煙問題懇談会）
　2003年5月には健康増進法が施行され、『健康あおもり21』には未成年者と妊婦の喫煙率０％および
成人喫煙率半減目標も掲げられ、多くの市町村で学校敷地内禁煙が実施されるなど、タバコ問題をめぐる

社会の潮流はここ数年で大きく変化してきました。しかし、県民の喫煙率は依然として高く、中高生や妊
婦の喫煙も深刻な問題で、短命県日本一から抜け出すためにもタバコ対策は急務と言えます。また、県内
にはタバコ農家対策など解決の難しい社会的な問題も横たわっています。

　タバコ問題に関心がある、あるいはこれから取り組んでみたいという多くの方が、それぞれの立場で互
いに協力し連携しながら、緩やかなネットワークのもとで幅広い活動を進めていくことにより、一人で
は、あるいは一つの団体だけではなかなか動かせないタバコ問題という大きな壁を、少しずつ突き崩して
いけるのではないかと期待しています。

　特に学校現場と医療との連携を重視しながら、協力して『明るく楽しい禁煙活動』を一緒に展開してい
きたいと思いますので、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。　　　　（2004年作成・2010年改訂）

入 会 案 内
会　員  タバコ問題に関心がある方ならどなたでも参加できます（タバコ産業関係者をのぞく）
年会費  1,000円　　学生・家族会員無料　　（入会金はありません）
ホームページ http://aaa.umin.jp/　（活動予定や会則などの詳細が掲載されています）
代表世話人 山崎照光（生協さくら病院・青森市）　　 鳴海　晃（ナルミ医院・弘前市）
  久芳康朗（くば小児科クリニック・八戸市）
世話人  角金秀祐（八戸グリーンヘルスクラブ） 天間田鶴子（シャイン-Eネット・七戸町）
  富田　恵（青森県立保健大学・青森市） 蓮尾　豊（弘前女性クリニック・弘前市）
  金田一成子（あけぼの薬局・青森市）  鈴木雅雄（すずき薬局・八戸市）
  中畑範彦（中畑歯科診療所・弘前市）  成田博之（成田歯科クリニック・弘前市） 
  山本若子（小嶋歯科医院・五所川原市）
顧　問  中路重之（弘前大学社会医学講座教授）
名誉会長 木村　茂（社会福祉法人やすらぎ苑・三沢市）
事務局  〒030-0813　青森市松原1丁目2-12青森県保険医会館内　青森県タバコ問題懇談会事務局

  TEL : 017-722-5483　FAX : 017-774-1326　E-mail : kinen-aomori@ahk.gr.jp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

入 会 申 込 書
氏　名                                                    　E-mail                                                        
勤務先                                                    　職種 　　  　　　所属団体 　　 　 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　〒                   　                                                                                            
電　話                                                     　ＦＡＸ                                                    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
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● 会則（2006年6月）　一部抜粋

第２条　目的

 タバコの害から青森県民の健康と命を守り、タバコのない無煙社会を実現していくために、青森

 県を中心にして禁煙の普及と未成年の喫煙防止活動を行っていくことを目的とする。

第３条　活動

 青森県におけるタバコ問題の解決のために必要な諸活動を行う。 

 １）タバコの害やタバコ問題に関する知識を県民に広く啓発・普及させる。 

 ２）学校・家庭・社会における喫煙予防教育を行い、未成年の喫煙予防および成人喫煙率の低下

 　　をはかる。 

 ３）講演会・シンポジウム、指導者講習会、街頭キャンペーン等を開催する。 

 ４）タバコ問題解決のために必要な社会活動を行う。 

 ５）県内各地域において会員が連携・協力しながら禁煙活動を展開する。 

 ６）禁煙支援・治療を実施する医療機関を増やし、全医療機関の禁煙化を目指す。 

 ７）学校関係者、一般市民やマスコミなどに対する窓口になり、講師派遣や情報提供などを行う。 

 ８）ホームページを開設し、タバコ問題について積極的に情報発信していく。http://aaa.umin.jp/

 ９）メーリングリストを開設し、会員間の情報交換や会の活動についての連絡を行う。　 

 10）年間の活動計画は、世話人会および総会において協議し決定する。

● 無煙社会に向けて 10 の提言（2004年8月28日）

 1. 全ての学校、医療機関、官公庁を全面禁煙に

 2. 青森県でも路上喫煙禁止条例の制定を

 3. 飲食店の健康増進法遵守を「常識」に

 4. 全ての小学校で防煙（喫煙予防）教育を

 5. 未成年の継続的な喫煙率調査を

 6. 喫煙率低減と「健康あおもり21」達成のための有効な計画と評価を

 7. 屋外タバコ自販機撤去へ世論の喚起を

 8. タバコ農家との対話と転作への政策転換を

 9. タバコと無煙のスポーツ・文化活動を

 10. 白神・奥入瀬を禁煙のシンボルに
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